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衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
政
府
が
進
め
る
「
外
国
人
材
の
受
入
れ
」
に
よ
る
外
国
人
労
働
者
の
受
入
れ
上
限
等
に

関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
法
務
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
以
下
「
改
正
法
案
」
と
い
う
。
）
に

お
い
て
は
、
不
足
す
る
人
材
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
「
特
定
技
能
」
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す
る
外
国
人

（
以
下
「
特
定
技
能
外
国
人
」
と
い
う
。
）
の
人
数
の
上
限
を
定
め
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
規
定
は
な
い
が
、
改
正
法
案
の

成
立
後
に
定
め
る
こ
と
と
な
る
「
分
野
別
運
用
方
針
」
に
記
載
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
向
こ
う
五
年
間
に
不
足
す
る
人

材
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
特
定
技
能
外
国
人
の
見
込
み
数
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
特
定
技
能
外
国
人
の
人
数
の
上

限
と
し
て
運
用
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
平
成
三
十
年
十
一
月
十
四
日
に
法
務
省
が
衆
議
院
法
務
委
員
会
理
事
会
に

提
出
し
た
「
新
た
な
在
留
資
格
に
よ
る
受
入
れ
・
人
材
不
足
の
見
込
み
数
」
（
以
下
「
法
務
省
資
料
」
と
い
う
。
）
に
お
け

る
受
入
れ
の
「
見
込
み
数
」
の
合
計
の
う
ち
五
年
目
ま
で
の
累
計
と
し
て
記
載
さ
れ
た
人
数
は
、
法
務
省
資
料
に
記
載
さ
れ

た
十
四
業
種
に
つ
い
て
、
向
こ
う
五
年
間
に
不
足
す
る
人
材
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
特
定
技
能
外
国
人
の
見
込
み

数
を
、
現
時
点
に
お
い
て
推
計
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
山
下
法
務
大
臣
は
、
平
成
三
十
年
十
一
月
二
十
一
日
の
衆
議

一



院
法
務
委
員
会
に
お
い
て
、
こ
の
見
込
み
数
自
体
に
つ
い
て
「
上
限
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」
と
答
弁
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
当
該
委
員
会
に
お
け
る
山
下
法
務
大
臣
の
「
三
十
四
万
人
と
い
う
こ
と
は
見
込
み
数
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
・
・
・

こ
れ
を
上
回
る
こ
と
は
な
い
ん
だ
ろ
う
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
」
と
の
答
弁
に
つ
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
法
務
省

資
料
に
お
け
る
見
込
み
数
は
現
時
点
で
推
計
し
た
特
定
技
能
外
国
人
の
見
込
み
数
の
最
大
値
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
上
回
る
特

定
技
能
外
国
人
の
見
込
み
数
を
「
分
野
別
運
用
方
針
」
に
記
載
す
る
こ
と
は
予
定
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
「
三
十
四
万
人
」

を
超
え
て
特
定
技
能
外
国
人
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
趣
旨
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
「
虚
偽
答
弁
」
と
の
御
指

摘
は
当
た
ら
な
い
。

二
に
つ
い
て

平
成
二
十
四
年
か
ら
平
成
二
十
九
年
ま
で
の
間
に
技
能
実
習
を
実
施
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
技

能
実
習
生
の
う
ち
、
そ
の
原
因
が
技
能
実
習
生
が
行
方
不
明
と
な
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
者
の
人
数
は
、
二
万
八

千
三
百
六
十
八
人
で
あ
る
が
、
平
成
三
十
年
に
技
能
実
習
を
実
施
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
技
能
実

習
生
の
う
ち
、
そ
の
原
因
が
技
能
実
習
生
が
行
方
不
明
と
な
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
者
の
人
数
は
、
現
在
集
計
中

で
あ
り
、
現
時
点
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二



ま
た
、
お
尋
ね
の
「
そ
の
う
ち
、
発
見
さ
れ
た
人
や
帰
国
し
た
人
は
何
人
で
、
失
踪
し
た
ま
ま
、
行
方
が
不
明
の
実
習
生

は
何
人
」
か
に
つ
い
て
は
、
現
在
精
査
中
で
あ
り
、
直
ち
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
現
時
点
で
把
握
で
き
て

い
る
も
の
と
し
て
、
平
成
二
十
九
年
に
技
能
実
習
を
実
施
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
技
能
実
習
生
の

う
ち
、
そ
の
原
因
が
技
能
実
習
生
が
行
方
不
明
と
な
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
平
成
三
十
年
十
一
月

二
十
二
日
現
在
、
所
在
が
判
明
し
た
者
の
人
数
は
四
千
六
百
六
人
、
既
に
本
邦
か
ら
出
国
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
者
の
人

数
は
二
千
二
百
五
十
人
、
な
お
所
在
が
不
明
な
者
の
人
数
は
二
千
四
百
八
十
三
人
で
あ
り
、
平
成
二
十
八
年
に
技
能
実
習
を

実
施
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
技
能
実
習
生
の
う
ち
、
そ
の
原
因
が
技
能
実
習
生
が
行
方
不
明
と
な

っ
た
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
同
日
現
在
、
所
在
が
判
明
し
た
者
の
人
数
は
三
千
八
百
六
十
一
人
、
既
に

本
邦
か
ら
出
国
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
者
の
人
数
は
二
千
八
百
七
十
二
人
、
な
お
所
在
が
不
明
な
者
の
人
数
は
千
百
九
十

七
人
で
あ
り
、平
成
二
十
七
年
に
技
能
実
習
を
実
施
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
技
能
実
習
生
の
う
ち
、

そ
の
原
因
が
技
能
実
習
生
が
行
方
不
明
と
な
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
同
日
現
在
、
所
在
が
判
明
し

た
者
の
人
数
は
四
千
九
百
七
十
六
人
、
既
に
本
邦
か
ら
出
国
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
者
の
人
数
は
四
千
三
百
十
一
人
、
な

お
所
在
が
不
明
な
者
の
人
数
は
八
百
二
十
七
人
で
あ
り
、
平
成
二
十
六
年
に
技
能
実
習
を
実
施
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た

三



旨
の
報
告
が
あ
っ
た
技
能
実
習
生
の
う
ち
、
そ
の
原
因
が
技
能
実
習
生
が
行
方
不
明
と
な
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

者
で
あ
っ
て
、
同
日
現
在
、
所
在
が
判
明
し
た
者
の
人
数
は
四
千
二
百
五
十
七
人
、
既
に
本
邦
か
ら
出
国
し
た
こ
と
が
確
認

さ
れ
た
者
の
人
数
は
三
千
八
百
九
十
五
人
、
な
お
所
在
が
不
明
な
者
の
人
数
は
五
百
九
十
人
で
あ
り
、
平
成
二
十
五
年
に
技

能
実
習
を
実
施
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
技
能
実
習
生
の
う
ち
、
そ
の
原
因
が
技
能
実
習
生
が
行
方

不
明
と
な
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
同
日
現
在
、
所
在
が
判
明
し
た
者
の
人
数
は
三
千
二
百
十
人
、

既
に
本
邦
か
ら
出
国
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
者
の
人
数
は
三
千
四
十
五
人
、
な
お
所
在
が
不
明
な
者
の
人
数
は
三
百
五
十

六
人
で
あ
り
、平
成
二
十
四
年
に
技
能
実
習
を
実
施
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
技
能
実
習
生
の
う
ち
、

そ
の
原
因
が
技
能
実
習
生
が
行
方
不
明
と
な
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
同
日
現
在
、
所
在
が
判
明
し

た
者
の
人
数
は
千
九
百
四
人
、
既
に
本
邦
か
ら
出
国
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
者
の
人
数
は
千
七
百
八
十
五
人
、
な
お
所
在

が
不
明
な
者
の
人
数
は
百
一
人
で
あ
り
、
平
成
二
十
四
年
か
ら
平
成
二
十
九
年
ま
で
の
間
に
技
能
実
習
を
実
施
す
る
こ
と
が

困
難
と
な
っ
た
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
技
能
実
習
生
の
う
ち
、
そ
の
原
因
が
技
能
実
習
生
が
行
方
不
明
と
な
っ
た
こ
と
に
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
同
日
現
在
、
所
在
が
判
明
し
た
者
の
人
数
の
合
計
は
二
万
二
千
八
百
十
四
人
、
既
に
本
邦
か

ら
出
国
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
者
の
人
数
の
合
計
は
一
万
八
千
百
五
十
八
人
、
な
お
所
在
が
不
明
な
者
の
人
数
の
合
計
は

四



五
千
五
百
五
十
四
人
で
あ
る
。

そ
し
て
、
技
能
実
習
生
が
行
方
不
明
と
な
っ
た
原
因
に
つ
い
て
は
、
一
部
の
監
理
団
体
等
に
お
い
て
技
能
実
習
生
に
対
す

る
不
適
正
な
取
扱
い
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
が
あ
っ
た
と
認
識
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
政
府
と
し
て
は
、
技
能
実
習
の
適

正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
を
図
る
た
め
、
平
成
二
十
九
年
十
一
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
外
国
人
の
技
能
実
習
の
適

正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
八
十
九
号
）
等
に
よ
り
、
技
能
実
習
制
度
の

改
善
及
び
適
正
な
運
用
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五


